
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
市
町
村
振
興
基
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二
五

○
福
島
県
児
童
相
談
所
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規

則

二
五

告

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件

二
五

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
六
件

二
六

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件
二
件

二
七

規

則

福
島
県
市
町
村
振
興
基
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
及
び
福
島
県
児
童
相
談
所
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
一
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
二
号

福
島
県
市
町
村
振
興
基
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
市
町
村
振
興
基
金
貸
付
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
福
島
県
規
則
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
財
政
健
全
化
事
業
枠
の
部
公
社
等
経
営
健
全
化
事
業
の
項
第
三
号
中
「
新
公
立
病
院
改
革

プ
ラ
ン
（
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
付
け
総
財
準
第
五
十
九
号
総
務
省
自
治
財
政
局
長
通
知
に
よ

る
新
た
な
公
立
病
院
改
革
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
い
て
策
定
さ
れ
た
公
立
病
院
改
革
プ
ラ
ン
。
以
下
「
新

公
立
病
院
改
革
プ
ラ
ン
」
と
い
う
。
）
」
を
「
公
立
病
院
経
営
強
化
プ
ラ
ン
（
令
和
四
年
三
月
二
十
九

日
付
け
総
財
準
第
七
十
二
号
総
務
省
自
治
財
政
局
長
通
知
に
よ
る
持
続
可
能
な
地
域
医
療
提
供
体
制
を

確
保
す
る
た
め
の
公
立
病
院
経
営
強
化
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
い
て
策
定
さ
れ
た
公
立
病
院
経
営
強
化

プ
ラ
ン
。
以
下
「
公
立
病
院
経
営
強
化
プ
ラ
ン
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
当
該
新
公
立
病
院
改
革
プ
ラ

ン
」
を
「
当
該
公
立
病
院
経
営
強
化
プ
ラ
ン
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
財
政
健
全
化
事
業
枠
の
部
公
社
等
経
営
健
全
化
事
業
の
項
第
三
号
中
「
新
公
立
病
院
改
革

プ
ラ
ン
」
を
「
公
立
病
院
経
営
強
化
プ
ラ
ン
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
貸
し
付
け
ら
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
市
町
村
振
興
基
金
貸
付
規

則
第
二
条
第
一
項
の
財
政
健
全
化
事
業
枠
に
係
る
資
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

令
和
五
年
度
末
ま
で
に
改
正
後
の
別
表
第
一
財
政
健
全
化
事
業
枠
の
部
公
社
等
経
営
健
全
化
事
業

の
項
第
三
号
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
当
該
規
定
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
公
立
病
院
経
営
強

化
プ
ラ
ン
を
策
定
す
る
た
め
の
作
業
に
着
手
し
て
い
る
市
町
村
（
一
部
事
務
組
合
を
組
織
す
る
市
町

村
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
令
和
四
年
度
及
び
令
和
五
年
度
に
限

り
、
当
該
規
定
に
規
定
す
る
公
立
病
院
経
営
強
化
プ
ラ
ン
を
策
定
し
て
い
る
市
町
村
と
み
な
す
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
規
定
中
「
実
施
す
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
実
施
す
る
又
は
実
施
す
る
予
定

の
」
と
す
る
。

（
市
町
村
財
政
課
）

福
島
県
規
則
第
三
号

福
島
県
児
童
相
談
所
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

福
島
県
児
童
相
談
所
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
四
年
福
島
県
条
例
第
四
十
一
号
）
の
施

行
期
日
は
、
令
和
五
年
一
月
三
十
日
と
す
る
。

（
児
童
家
庭
課
）

告

示

福
島
県
告
示
第
四
十
六
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
第
六
条
第
一
項
の
変
更
の
届
出
に
係
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
及
び
第
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
令
和
五
年

一
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
二
月
二
十
四
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り

課
、
福
島
県
い
わ
き
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
い
わ
き
市
産
業
振
興

部
商
業
労
政
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
一
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

鹿
島
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

福
島
県
い
わ
き
市
鹿
島
町
米
田
字
日
渡
五
番
地
ほ
か
一
二
一
筆

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
い
わ
き
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

三

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要

───────────────────────────────────────────────────────────
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意
見
書
の
提
出
な
し

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
四
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
県
南
建
設
事
務
所
で
令
和
五
年
一
月
二
十
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
五
年
一
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変

更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路

線
名

区

間

変
更

後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

一
般
国
道

東
白
川
郡
鮫
川
村
大
字
渡

変
更
前

Ａ

七
・
〇
～

一
、
五
七
四
・
〇

二
八
九
号

瀬
字
上
二
九
番
地
先
か
ら

三
〇
・
五

同

郡
同

村
大
字
渡

瀬
字
関
下
一
二
五
番
地
先

ま
で

東
白
川
郡
鮫
川
村
大
字
渡

Ｂ

九
・
二
～

一
、
六
二
〇
・
〇

瀬
字
上
二
九
番
地
先
か
ら

六
七
・
八

同

郡
同

村
大
字
渡

瀬
字
関
下
一
四
番
一
地
先

ま
で

東
白
川
郡
鮫
川
村
大
字
渡

変
更
後

Ｂ

九
・
二
～

一
、
六
二
〇
・
〇

瀬
字
上
二
九
番
地
先
か
ら

六
七
・
八

同

郡
同

村
大
字
渡

瀬
字
関
下
一
四
番
一
地
先

ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
四
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
県
南
建
設
事
務
所
で
令
和
五
年
一
月
二
十
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
五
年
一
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変

更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路

線

名

区

間

変
更

後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

一
般
国
道

東
白
川
郡
鮫
川
村
大
字
青

変
更
前

Ａ

七
・
五
～

一
、
七
二
〇
・
〇

二
八
九
号

生
野
字
江
堀
五
二
番
地
先

六
一
・
九

か
ら

Ｂ

一
〇
・
五
～

二
、
七
二
〇
・
〇

い
わ
き
市
田
人
町
旅
人
字

八
六
・
六

前
山
七
番
地
先
ま
で

変
更
後

Ａ

七
・
五
～

一
、
七
二
〇
・
〇

六
一
・
九

Ｂ

一
〇
・
五
～

二
、
七
二
〇
・
〇

八
六
・
六

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
四
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
令
和
五
年
一
月
二
十
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
五
年
一
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更

前

敷
地
の
幅
員

延

長

路

線
名

区

間

変

更

後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

一
般
国
道

相
馬
郡
飯
舘
村
二
枚
橋
字

変
更
前

Ａ

六
・
五
～

六
六
〇
・
五

三
九
九
号

本
町
一
八
五
番
一
地
先
か

二
八
・
二

ら

Ｂ

一
〇
・
四
～

七
六
六
・
二

同

郡
同

村
二
枚
橋
字

二
八
・
二

本
町
二
八
五
番
一
地
先
ま

で

変
更
後

Ｂ

一
〇
・
四
～

七
六
六
・
二

二
八
・
二
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（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
五
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
令
和
五
年
一
月
二
十
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
五
年
一
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更

前

敷
地
の
幅
員

延

長

路

線
名

区

間

変

更

後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

一
般
国
道

伊
達
郡
川
俣
町
山
木
屋
字

変
更
前

五
・
七
～

三
一
四
・
二

一
一
四
号

境
山
林
四
番
一
二
地
先
か

一
〇
・
二

ら双
葉
郡
浪
江
町
大
字
津
島

変
更
後

一
二
・
二
～

三
一
四
・
二

字
水
境
三
七
番
二
三
地
先

一
八
・
九

ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
五
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
令
和
五
年
一
月
二
十
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
五
年
一
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更

前

敷
地
の
幅
員

延

長

路

線
名

区

間

変

更

後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

一
般
国
道

伊
達
郡
川
俣
町
山
木
屋
字

変
更
前

一
二
・
二
～

三
一
四
・
二

一
一
四
号

境
山
林
四
番
一
二
地
先
か

一
八
・
九

ら双
葉
郡
浪
江
町
大
字
津
島

変
更
後

一
二
・
二
～

三
一
四
・
二

字
水
境
三
七
番
二
三
地
先

一
八
・
九

ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
五
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
令
和
五
年
一
月
二
十
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
一
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変

更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路

線

名

区

間

変
更

後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
小
野

双
葉
郡
川
内
村
大
字
上
川

変
更
前

Ａ

四
・
五
～

一
、
七
七
〇
・
〇

富
岡
線

内
字
早
渡
二
七
九
番
一
地

二
六
・
〇

先
か
ら

同

郡
同

村
大
字
上
川

変
更
後

Ａ

四
・
五
～

一
、
七
七
〇
・
〇

内
字
町
分
三
四
四
番
一
地

二
六
・
〇

先
ま
で

Ｂ

八
・
八
～

一
、
〇
四
五
・
〇

六
三
・
五

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
五
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
南
建

設
事
務
所
で
令
和
五
年
一
月
二
十
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
一
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供

用
開

始

の
期

日

一
般
国
道
二
八
九
号

東
白
川
郡
鮫
川
村
大
字
青
生
野
字
青
生

令
和
五
年
一
月
二
四
日

野
一
三
五
番
地
先
か
ら

同

郡
同

村
大
字
渡
瀬
字
青
生
野

国
有
林
一
二
一
林
班
か
小
班
地
先
ま
で
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（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
五
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
相
双
建

設
事
務
所
で
令
和
五
年
一
月
二
十
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
一
月
二
十
四
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供

用

開
始

の

期
日

一
般
国
道
一
一
四
号

伊
達
郡
川
俣
町
山
木
屋
字
境
山
林
四
番

令
和
五
年
一
月
二
四
日

一
二
地
先
か
ら

双
葉
郡
浪
江
町
大
字
津
島
字
水
境
三
七

番
二
三
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）
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